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 生活交通確保維持改善計画のうち、地域公共交通確保維持事業に係る計画を別紙のとおり定

めたので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本申請書に、別添の記載すべき事項を全て記した生活交通確保維持改善計画を添付すること。  
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生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む）（案） 

 

令和４年６月  日 

 

          （名称）匝瑳市地域公共交通活性化協議会 

 生活交通確保維持改善計画の名称 

 匝瑳市地域内フィーダー系統確保維持計画 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

  匝瑳市内では、鉄道（JR総武本線）や高速バス（ジェイアールバス関東・千葉

交通 匝瑳・富里～東京線）、路線バス（ジェイアールバス関東 多古本線）、タク

シーのほか、市がバス事業者（ジェイアールバス関東・千葉交通）に運行を委託

している市内循環バスが市全域を網羅するように、６路線運行している。 

このうち、市内循環バスは、運転免許証を持っていない学生や高齢者等の交通

弱者（移動制約者）の通学、通院、買い物等の日常生活の交通手段として、生活

に必要なものとして機能しているため、平成９年７月の運行開始以来、これまで

市民からの要望等を踏まえ、ルート、ダイヤ等の見直しを行ってきた。 

しかし、要望等を取り入れる中で走行距離が長くなり、運行時間がかかること

や、人口減少が進行していることもあり、利用者数が減少している。利用者の運

賃だけでは採算が取れないことから、匝瑳市が市内循環バスの運行を維持するた

めの財政負担を行っている。 

そのため、市内循環バスの利便性向上と効率的な運行を図り、また、デマンド

型交通等の新たな交通手段との組合せを視野に入れ、令和５年４月１日から、市

内循環バスの再編を行うものである。 

市内循環バスの再編に伴う、路線の統廃合（現行の６路線から５路線に縮小）

により、新たに交通不便地域が生じることや、停留所まで徒歩での移動が難しい

高齢者等への対応として、地域公共交通確保維持事業によりデマンド型交通を導

入し、市民の生活交通手段を確保し、維持していくことが必要である。 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 令和５年度デマンド型交通目標収支率 

  北部エリア ２１．６％ 

  南部エリア ２１．６％ 

 令和５年度デマンド型交通目標利用者数 

  北部エリア１日の平均利用者数 １３人 

  南部エリア１日の平均利用者数 １３人 

（２）事業の効果 

 市内循環バスに加え、デマンド型交通の運行を導入することにより、高齢者等が

日常生活を送る上で必要な地域内の移動手段を確保することができる。また、市内

の生活交通ネットワークが連携することにより、効率的な公共交通体系が実現でき

る。  

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

【交通結節点の機能強化】 

 ・ デマンド型交通の乗降ポイントに、匝瑳市の玄関口であるＪＲ総武本線八日

市場駅を設定し、高速バス、路線バス、市内循環バス、タクシー等の多様な交

通手段相互の乗り換えが円滑に行えるようにする。（匝瑳市地域公共交通計画 

８４Ｐ 参照） 
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【運行情報提供の充実】 

 ・ デマンド型交通を含めた公共交通の市民の利用促進を図るため、各公共交通

機関のダイヤ、運賃等の運行内容分かりやすく網羅的に記載した「公共交通マ

ップ」を作成し、配布する。（匝瑳市地域公共交通計画 ８６Ｐ 参照） 

【意識啓発を促す利用促進活動の展開】 

 ・ 利用が見込まれる団体の会合等に出向き、利用促進に向けた説明を行う。 

 ・ 市広報紙、市ホームページ、ＳＮＳ等の広報媒体を活用し、利用促進に向け

て広く市民に周知する。 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

別添の表１のとおり。 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 

 運行業務委託については、匝瑳市と運行事業者が業務委託契約を締結し、匝瑳市

から運行事業者へ業務委託料を支払う。 

業務委託料の額は、運行１日当たりの経費（人件費、燃料費、修繕費、諸税、保

険料等の匝瑳市デマンド型交通の運行に必要な経費とする。）の合計額から運賃収

入額を差し引いた額とする。 

 オペレーター業務については、匝瑳市と業務委託事業者が業務委託契約を締結

し、匝瑳市から業務委託事業者へ業務委託料を支払う。 

業務委託料の額は、人件費、通信費、管理費、デマンド型交通システム（初期費

用・サーバ機器等賃借料）等の業務に必要な経費の合計額とする。 

 なお、国の補助金が認定された場合は、これらの業務委託料から差し引くことと

する。 

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

 ・ 有限会社ササモト 

 ・ 有限会社八日市場タクシー 

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 

 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 

 ※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

11．外客来訪促進計画との整合性 

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 

 ※該当なし 

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 
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【地域内フィーダー系統のみ】 

別添の表５のとおり。 

13．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 ※該当なし 

14．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する

費用の負担者【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補

助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

17．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

18．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

19．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

20．協議会の開催状況と主な議論 

令和４年度 

第１回 令和４年５月１３日（金） 

 ・ 匝瑳市地域公共交通活性化協議会令和３年度決算報告について（承認済） 

・ 令和４年度匝瑳市地域公共交通活性化協議会スケジュールについて（承認済） 

・ 市内循環バス再編後のルート名（案）について（承認済） 

・ 市内循環バス再編後の運行時刻表（ダイヤ）（案）について（承認済） 

・ 匝瑳市デマンド型交通運行計画書（案）について（承認済） 

・ 匝瑳市地域公共交通利便増進実施計画の変更について（承認済） 

第２回 令和４年６月２８日（火） 

 ・ 生活交通確保維持改善計画（案）について 
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・ 匝瑳市地域公共交通利便増進実施計画の変更について   

21．利用者等の意見の反映状況 

※ 匝瑳市地域公共交通計画策定時に、下記の調査を実施し、その結果等を踏まえ

て、当該計画を作成した。 

 

・ 公共交通に関する利用状況や利用意向、将来の方向性等について把握し、これ

からの公共交通のあり方を検討する上での基礎資料とするために、市民アンケー

ト調査を実施した。（市内在住 15歳以上の市民 2,000人（無作為抽出）） 

・ バスの乗客を対象とした市内循環バス利用者アンケート調査を実施した。 

・ 区長、民生委員・児童委員及び地区社会福祉協議会を対象とし、中学校区（八

日市場第一中学校区、八日市場第二中学校区及び野栄中学校区）ごとに、公共交

通に関する課題・改善点に対する意見交換会を実施した。 

・ 交通事業者を対象に、利用特性や課題、利用者等からの意見・要望等を把握す

るためのアンケート調査を実施した。 

・ 関係団体（匝瑳市商工会、匝瑳市観光協会及び匝瑳市社会福祉協議会）を対象

に、まちづくりを取り巻く問題点・課題や、公共交通との連携・協力の可能性、

公共交通に対する意見・要望等を把握するためのアンケート調査を実施した。 

・ 主要公共施設（匝瑳市役所、野栄総合支所及び匝瑳市民病院）の利用者アンケ

ート調査を実施した。 

22．協議会メンバーの構成員 

関係都道府県 千葉県総合企画部交通計画課 

関係市区町村 
匝瑳市副市長 

匝瑳市職員 ３名 

交通事業者・交

通施設管理者等 

千葉交通株式会社 

ジェイアールバス関東株式会社 

有限会社八日市場タクシー 

有限会社ササモト 

有限会社干潟タクシー 

東日本旅客鉄道株式会社 

一般社団法人千葉県バス協会 

一般社団法人千葉県タクシー協会 

千葉交通労働組合 

東日本旅客鉄道労働組合 

千葉県匝瑳警察署 

千葉県海匝土木事務所 

地方運輸局 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局 

その他協議会が

必要と認める者 

日本大学理工学部交通システム工学科教授 

匝瑳市区長会 

社会福祉法人匝瑳市社会福祉協議会 

匝瑳市シニアクラブ連合会 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）千葉県匝瑳市八日市場ハ 793番地 2  

（所 属）匝瑳市環境生活課市民協働班    

（氏 名）仲田 忍             

（電 話）0479-73-0088           
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（e-mail）k-shimin@city.sosa.lg.jp     

 
注意： 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によら

なくても差し支えありません。また、既存計画部分で生活交通確保維持改善計画の記載項

目に合致する部分は、そこからの転記や、該当部分を明確にした上での添付などにより活

用いただいて差し支えありません。実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作

成をお願いいたします。各記載項目について、地域公共交通計画及び地域公共交通利便増

進実施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画

△節のとおり、等として引用したりすることも可能です。（ただし、上記２．・３．につい

ては、地域公共交通計画及び地域公共交通利便増進実施計画に定める目標、当該目標を達

成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るようにして下さい。

また、生活交通確保維持改善計画全体として、協議会における協議が整った上で提出され

る必要があります）。外客来訪促進計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を

転記したり、別添○○計画△節のとおり、等として引用したりすることも可能です。 

   ※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。 

mailto:k-shimin@city.sosa.lg.jp


表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和５年度

起点 経由地 終点
運行態様の
別

基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

912回76日

日 回

①

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

八日市場駅でジェ
イアールバス関東
の運行する地域
間幹線系統多古
本線と接続

73日 876回

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

匝瑳市

有限会社
ササモト

有限会社
ササモト

有限会社
八日市場タクシー

系統
キロ程

有限会社
八日市場タクシー

運
送
継
続
特
例
措
置

(1)
デマンド型交通
北部エリア

運行系統

区域運行

①

国道
126号
以北の
匝瑳市内

(2)
デマンド型交通
南部エリア

73日 876回
復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ
国道
126号
以南の
匝瑳市内

①
往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

76日 912回
八日市場駅でジェ
イアールバス関東
の運行する地域
間幹線系統多古
本線と接続

①区域運行



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

※ＤＩＤ地区無し

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

匝瑳市地域公共交通計画 令和３年３月

交通不便地域等 該当なし

人　口 対象地区 根拠法

市区町村名 匝瑳市

人　口

人口集中地区以外 35,040



添付１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再編後の公共交通ネットワーク 

多古本線とデマンド型
交通で交通接続を行う 



 

添付２

２－３ デマンド型交通の導入 

（１）運行エリア 

   運行エリアは、市全域で運行する場合と特定エリアで運行する場合があるが、市内各地に点在す

る交通不便地域の解消及びサービスの公平性等の観点から市全域とする。 

  

（２）エリア区分 

   市全域運行では市の面積が

広く、移動距離が長くなり、需

要が多い場合、少ない車両台数

では対応できない場合がある

ことから、エリア区分は、タク

シー事業者の営業所が国道

126号沿線に立地するため、国

道 126 号を境に南北に分割す

る。運行車両はそれぞれのエリ

アを運行する。 

 

 【運行事業者】 

  ㈲八日市場タクシー 

  ㈲ササモト 

 

 

 

 

 

 

 

   （参考）エリア別人口（住民基本台帳、令和４年２月 28日現在） 

北部エリア 中央地区 5,538 人 豊栄地区 3,738 人 匝瑳地区 1,238人 豊和地区 1,586人 

吉田地区 939人  飯高地区 1,014人 椿海地区 3,891人 

合計：17,944人 

南部エリア 須賀地区 3,152人 共興地区 2,165人 平和地区 3,676人 野田地区 4,700人 

栄地区 3,155人 

合計：16,848人 

 

（３）利用対象者 

   利用対象者は匝瑳市に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている者で、事前登録制とする。 

 



 

    ■利用者登録のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

（４）運行タイプ 

   デマンド型交通の運行タイプは、集落が分散していることや道路や地理的条件等を考慮し、運行

ルートを定めず区域内で運行を行い、乗降ポイント（自宅含む）を結ぶ区域運行型とする。 

（５）乗降方式 

   乗降方式は、一般タクシーとの役割分担を図ることが可能で、乗合率や運行効率を高めることが

できる乗降ポイントを設ける方式（自宅含む）とする。 

   乗降ポイントは、利用者（登録者）の自宅と、運行エリア内の鉄道駅、バス停（高速バス・多古

本線・市内循環バス）、公共施設、商業施設、医療機関及び金融機関等とする。 

【運行エリア別の乗降ポイント】 

エリア名 施設種別 乗降ポイント 

北部エリア 

交通機関 鉄道駅、バス停（高速バス、路線バス・多古本線、市内循環バス） 

公共施設 匝瑳市役所、市民ふれあいセンター、八日市場ドーム、保健センター、八日

市場公民館、八日市場図書館、ふれあいパーク八日市場、そうさ観光物産セ

ンター匝りの里 

商業施設 食品スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストア 

医療機関 病院、歯科、整骨院 

金融機関 銀行、信用金庫、商工信用組合、農協、郵便局 

南部エリア 

交通機関 鉄道駅、バス停（高速バス、路線バス・多古本線、市内循環バス） 

公共施設 野栄総合支所、のさか図書館、生涯学習センター、のさかアリーナ、パーク

ゴルフそうさ 

商業施設 食品スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストア 

医療機関 病院、歯科、整骨院 

金融機関 農協、郵便局 

  ※鉄道駅には、運行エリア外の干潟駅を含める。 

 【共通乗降ポイント】 

  ①上記表の中で国道 126号沿いにある乗降ポイントは、どちら側の運行エリアからも利用可能 

②病院・歯科は、どちら側の運行エリアからも利用可能 

  ※乗降ポイントは現時点（令和４年３月）の見込みであり、運行開始までの間に変更となる可能性

がある。  

１ ２ ４ ３ 
申請用紙を入手 

｢利用者登録用紙｣を、

次の方法で入手する。 

・市役所、野栄総合支所

等の窓口 

・市ホームページから

ダウンロード など 

必要事項の記入 

・登録申し込み 

｢利用者登録用紙｣に必

要事項を記入し、次の

方法で申し込む。 

（※登録料は無料） 

・ファクシミリ 

・郵送 

・持参 

申請内容の登録 

届出のあった｢利用者

登録用紙｣の内容を確

認及び登録する。 

登録証カードの

発行 

登録内容に基づき、申

請書受付後、１週間程

度で登録証カード及

び利用案内を送付す

る。 



 

（６）配車システム 

   配車システムは、運行エリアが市全域と広範囲かつ需要が広く分散している場合に有効で、また、

利用状況に関するデータを詳細に把握することができ、運行の見直し等に活用することが可能なＩ

Ｔ型を基本にタクシー事業者と協議・調整を図りながら検討する。 

    ■近隣自治体で運行中のデマンド型交通の配車システム 

 システム 自治体（太字は実証運行スタート） 

ＩＴ型 コンビニクル（東大システム） 旭市、横芝光町 

孝行デマンドバス（コガソフトウェア株式会社） 成田市、芝山町 

  ※実証運行スタートの県内自治体…東金市、鴨川市、四街道市、柏市、袖ヶ浦市、大網白里市 

 

（７）運行車両  

   タクシー事業者の既存車両を活用することを基本に、狭隘道路が多い地域特性や道路状況等を考

慮し、セダン型車両又はワンボックス車両とする。 

   車両数は、各運行エリアに１台ずつ配置し、合計２台とする。 

   なお、事故や故障、車両点検の場合等に対応できるよう予備車両の確保を検討する。 

 

（８）運行日 

   運行日は、月曜日から土曜日までとし、日祝日及び年末年始は運休とする。 

 

（９）運行時間帯  

   運行時間帯は、主な目的として通院や買物、公共施設利用等に対応出来るよう、午前８時（タク

シー事業所を出発）から午後５時（タクシー事業所に到着）までを基本に検討する。 

   一般タクシーとの違いがわかり、また、主に昼間時間帯の通院や買物、公共施設等の利用を想定

して、乗合率、運行効率の向上が図られるよう検討する。12 時から 13 時までは運転手の昼休憩時

間とする 

 

（10）運賃 

   運賃は、市内循環バス（基本運賃 200円）及び路線バス・多古本線（市域境から八日市場駅まで

の運賃 370円）よりも高く、タクシーよりも安い運賃で、かつ分かりやすく、運転手の負担等を考

慮することが必要で、近隣自治体で運行中のデマンド型交通の運賃を参考に、１回乗車ごとに 500

円とする。 

    ■路線バス・多古本線の運賃 

路線名 区間 運賃 

多古本線 南山崎 ⇒ 八日市場駅 370円 

    ※市域境から八日市場駅までの運賃  



 

（11）予約方法 

   予約方法は、電話連絡による事前予約制とし、予約受付場所を設ける。 

   予約は利用予定日の１週間前から当日の利用予定時刻の１時間前とする。午前８時から午前９時

までの利用については前日までの予約とする。 

   予約受付時間は、月曜日から土曜日の午前８時から午後５時までとする。 

   また、特定利用者に利用が集中しないで、予約不成立が発生しないよう、予約上限件数の設定に

ついても検討する。 

 

  （参考）旭市デマンド交通 

    ・１週間当たりの予約上限は６件（片道で１件） 

    ・６件予約を入れている場合、１件予約を消化するまで次の予約は出来ない 

 

    ■利用イメージ図 ※行きと帰りの予約を一度にすることができます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

ド
ラ
イ
バ
ー
に
指
示 

電
話
で
予
約 

ド
ラ
イ
バ
ー
に
指
示 

電
話
で
予
約 

帰るとき 

３ 

○○さんですね。予約を受
付けました。 
８時 30 分に自宅前の道路
沿いでお待ちください。 

予約受付係 

２ 
予約受付 
（運行事業者） 

○日の 11時 30分に○○病院
を出発して自宅へ帰りたい
ので予約をお願いします。 

１ ２ 

出かけるとき 

○○さんですね。予約を受
付けました。 
11時 30分に○○病院前で
お待ちください。 

予約受付係 

電話で予約する 

（登録番号、氏名、予約時間、 

乗車・降車ポイント等） 

予約受付 
（運行事業者） 

送迎（順番に乗車

ポイントへ） 

電話で予約する 

（登録番号、氏名、予約時間、

乗車・降車ポイント等） 

○日の９時までに自宅か
ら○○病院へ行きたいの

で予約をお願いします。 

１ ３ 
送迎（順番に乗車

ポイントへ） 

４ 
到着（それぞれの

目的地へ） 

スーパーへ 

病院へ 

指
定
す
る
降
車
ポ
イ
ン
ト
へ 

到着（それぞれの

目的地へ） 

指
定
す
る
降
車
ポ
イ
ン
ト
へ 


